
資料⑤

静岡市食の安心・安全アクションプラン令和３年度実績及び令和４年度指標一覧
評価の基準

 S：指標を100％達成し、かつ期待を上回るような成果があったとき。

 A：定量的な指標の場合は指標に対して80％以上達成したとき。定量的な指標以外の場合は指標の内容を実施できたとき。

 B：定量的な指標の場合は指標に対して50％以上80％未満達成したとき。定量的な指標以外の場合は指標の内容を一部削除・中止して実施したとき。

 C：定量的な指標の場合は指標に対して50％未満達成したとき。定量的な指標以外の場合は事業の未実施、廃止または休止をしたとき。

令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント
１ 市内の食品衛生法違反

措置状況について報道

関係者への情報提供や

ホームページへの掲載

市内の食中毒や違反措置

状況をホームページに掲

載することにより、市民

に注意喚起をします。

●

食品衛生課 被害拡大防止等のため

公表する必要のある事

件発生時、情報の更新

を3日以内に行う

全ての事件について発

生後３日以内に情報を

更新した。

事件数：２件

A

被害拡大防止等のため

公表する必要のある事

件発生時、情報の更新

を3日以内に行う
2 事業者、消費者に対す

る食品や飲食危害に関

する情報の提供

食品事業者に対しては、

主に食品衛生協会を通じ

て、消費者に対しては各

種メディアやホームペー

ジ、パンフレットを通じ

て情報を提供し、広い啓

発広報を行います。

●

食品衛生課 事件発生時、速やかに

行う

・食協ニュース（10月

１日号）に「ノロウイ

ルスによる食中毒の予

防に関する記事を掲載

・ノロウイルスによる

食中毒予防パンフレッ

トを掲載

A

事件発生時、速やかに

行う

３ 食品表示に関するパン

フレットの配布等、情

報の提供

食品表示に関するパンフ

レットを配布します。 ●
生活安心安全

課

講座で、食品表示に関

するパンフレットの配

布

講座で食品表示に関す

るパンフレットを配布

した

A
講座で、食品表示に関

するパンフレットの配

布
４ 特集コーナーを利用し

ての関連図書の展示に

よる知識の普及

関連図書の展示を行い、

「食の安全」に関する知

識を身につけてもらいま

す。

● ● ● ●

中央図書館 12館で実施 12館で実施

A

12館で実施

５ 図書館における「食の

安全」に関する資料の

収集・提供

「食の安全」関連図書を

収集し、提供します。 ● ● ● ●
中央図書館 300冊程度購入 116タイトル

334冊購入 A
300冊程度購入

６ 食の安心・安全ホーム

ページ「たべしずねっ

と」の運営

消費者を対象に、静岡市

の食の安全や食育、地産

地消に関する情報を発信

するホームページ「たべ

しずねっと」を管理・運

営します。また、食の安

全や食品表示の情報、

「たべしずねっと」の新

着情報などを掲載した

メールマガジンを発行し

ます。

● ● ●

食品衛生課 事件発生時、情報の更

新を3日以内に行う

メールマガジンを12回

以上発行

全ての事件について発

生後３日以内に情報を

更新した。事件数：２

件

メールマガジン計11回

発行

アクセス数34,205件

A

事件発生時、情報の更

新を3日以内に行う

メールマガジンを12回

以上発行

７ 消費者による意見交換

会の実施

消費者と事業者による意

見交換会を実施します。
● ●

生活安心安全

課

1回実施 8/27に１回開催。

５組12名の参加。

事業者によるSDGsの取

り組みなどの紹介

A

コロナ禍で開催が危ぶ

まれたが、オンライン

に切り換えて実施でき

た。

1回実施

８ 監視指導計画（案）の

公表及び意見の募集

毎年度、食品の監視指導

計画作成時に、ホーム

ページなどで案を公表

し、市民からの意見を募

集します。

●

食品衛生課 次年度監視指導計画

（案）作成時にパブ

リックコメントを募集

する

パブリックコメントの

募集は令和4年2月14日

～3月14日まで実施し

た。

意見０件

A

次年度監視指導計画

（案）作成時にパブ

リックコメントを募集

する

食

の

安

心

・

安

全

に

関

す

る

意

見

交

換

を

推

進

し

ま

す
。

消費者・

生産者・

事業者の

意見を施

策に反映

させるよ

う努めま

す

Ⅰ－２

（１）

食

の

安

心

・

安

全

に

関

す

る

情

報

の

提

供
、

公

開

を

推

進

し

ま

す

生産・流

通から消

費に至る

食の安

心・安全

に関する

情報の収

集に努

め、提

供、公開

を推進し

ます。

Ⅰ－１

（１）

食

の

安

心

・

安

全

に

関

す

る

情

報

の

提

供
、

公

開

を

推

進

し

ま

す

生産・流

通から消

費に至る

食の安

心・安全

に関する

情報の収

集に努

め、提

供、公開

を推進し

ます。

Ⅰ－１

（２）

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名
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令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

食

の

安

心

・

安

全

に

関

す

る

意

見

交

換

を

推

進

し

ま

す
。

消費者・

生産者・

事業者の

意見を施

策に反映

させるよ

う努めま

す

Ⅰ－２

（１）

９ 静岡市食の安心・安全

意見交換会の開催

「静岡市食の安心・安全

アクションプラン」につ

いて、生産者、消費者、

学識経験者等で構成され

た「食の安心・安全意見

交換会委員」からご意見

をいただき、プランの策

定や進行管理の参考とし

ます。

●

意見

交換

会委

員

食品衛生課 2回 ２回開催

A

10～11月、２月 2回

１０ 生涯学習施設等でのリ

スクコミュニケーショ

ンの開催

市民団体からの依頼や、

生涯学習施設の企画によ

り開催される市政出前講

座等を利用し、市民に食

の安全への理解を深めて

もらい、リスクコミュニ

ケーションを行います。

●

食品衛生課

生涯学習推進

課

生活衛生課

申し込みに応じる実施

率90%以上

申し込みに応じた実施

率100％

2回開催、60人参加

食品の安全について興

味を持つ成人が参加 A

申し込みに応じる実施

率90%以上

１１ フレッシュマタニティ

教室での食の安全講座

開催

保健福祉センターで開催

される妊婦教室の中で、

食に関する講義と合わせ

て食品の安全性に関する

時間を設け、リスクコ

ミュニケーションを行い

ます。

●

初産

婦

各区健康支援

課

食品衛生課

開催予定に対する実施

率90%以上

開催予定に対する実施

率100%

14回実施、165人参加

（初産の妊婦が参加） A

開催予定に対する実施

率90%以上

１２ 食品販売店、製造業者

へ立ち入り時の表示検

査

食品販売店、製造業者へ

の立ち入り時に表示の

チェックを行い、食品表

示の適正化を推進しま

す。

●

事業

者

食品衛生課 随時実施 検査件数：94件

A

コロナ禍における店舗

立入時間を、立入の一

部を中止した。（計上

方法の変更のため、前

年度との違いが大きく

なっている。）

随時実施

１３ 食品表示の合同調査の

実施

食品表示において、生活

安心安全課、食品衛生課

と、県の職員が合同で施

設の立ち入り検査を行い

ます。

●

事業

者

食品衛生課

生活安心安全

課

随時実施 ０件

A

本年度から、当市は原

則として調査には同行

せず、調査において食

品表示法に係る疑義情

報を探知した場合に当

該情報を回付してもら

うことになった。

本年度は1件が回付さ

れ、適切に処理した。

回付された疑義情報に

ついて適切に処理

食

品

表

示

の

適

正

化

を

推

進

し

ま

す

食品表示

の監視指

導を実施

します

Ⅰ－３

（１）

食

の

安

心

・

安

全

に

関

す

る

意

見

交

換

を

推

進

し

ま

す
。

リスクコ

ミュニ

ケーショ

ンを開催

し、食の

安心・安

全につい

て意見交

換を進め

ます

Ⅰ－２

（２）
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令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

食

品

表

示

の

適

正

化

を

推

進

し

ま

す

食品表示

の監視指

導を実施

します

Ⅰ－３

（１）

１４ 不審・疑問表示の調査

と広告の改善指導

食品表示法、健康増進法

に係る食品表示違反、薬

機法に係る無承認無許可

医薬品の発見の通報に対

して必要に応じて調査を

実施し、表示や広告など

の改善、指導を実施しま

す。

●

事業

者

食品衛生課

生活安心安全

課

生活衛生課

通報に対し、必要に応

じ調査、指導を実施

17件

A

通報に対し、必要に応

じ調査、指導を実施

食

品

表

示

の

適

正

化

を

推

進

し

ま

す

食品表示

制度に対

する理解

を促進し

ます

Ⅰ－３

（２）

１５ 食品表示制度について

の消費者向け講習会の

開催

食品表示制度や表示の見

方、健康的な食生活への

役立て方などをテーマと

した講座を実施し、食品

表示の正しい知識を身に

つけてもらいます。

●

食品衛生課 2回実施 ０回

A

8月及び３月に開催予定

であったが、コロナ感

染拡大のため中止。

代わりとして申込者に

資料を配付した。

2回実施

１６ 食生活改善推進員によ

る地区活動

・乳幼児から高齢者まで

を対象に地域で食を通じ

た健康づくりを推進しま

す。

・地域の特徴にあわせた

事業や統一テーマによる

取り組みを実施します。

● ● ● ●

健康づくり推

進課

地区自主事業の①実施

事業80回以上②市民参

加者1,000人以上

①128回

②1,760人

S

新型コロナウイルスの影

響により、事業の定員を

減らして開催することを

考慮した指標を設定した

が、調理実習や試食を含

む教室内容から少人数で

の講話やレシピ配付等の

内容に変えて教室を開催

したことにより、予定よ

り多く実施できたため指

標を大幅に上回ったこと

からS評価とした。

①実施事業80回以上②

市民参加者1,000人以

上

新型コロナウイルス

の影響により引き続

き、会場定員の半数

とすることで３密を

避けて実施する。

１７ 食育普及啓発事業 静岡市食育推進計画に基

づき、「食育月間」「食

育の日」「街頭キャン

ペーン」等の普及活動を

通じて、静岡市らしい食

育を推進します。

● ● ● ●

健康づくり推

進課

HP等での情報発信 10

回

食育の日等の庁内放送

13回

食育月間の展示（静

岡・清水庁舎）２回

HP等での情報発信 10

回

食育の日等の庁内放送

13回

食育月間の展示（静

岡・清水庁舎）２回

A

HP等での情報発信

10回

食育の日等の庁内放送

13回

食育月間の展示（静

岡・清水庁舎）２回

１８ 食育応援団事業 食育に関する知識や経験

を持っている個人、団

体、企業を「食育応援

団」として登録し、食育

に取り組む市民からの依

頼内容に沿った応援団を

紹介、市民に幅広く食育

を推進していきます。 ● ● ● ●

健康づくり推

進課

①食育応援団登録数30

団体・個人

②応援団の年間利用50

回以上

①食育応援団登録数

27団体・個人

②応援団の年間利用40

回（新型コロナウイル

スの影響により、応援

団の派遣を７回中止し

たため、依頼は47件

あった） A

新型コロナウイルスの

影響により、依頼され

た応援団派遣は７回中

止となったが、派遣が

できた依頼者からは開

催後の報告書で、また

依頼したいとの声が多

く、好評であった。ま

た応援団登録数につい

ては２団体増えたが１

団体、活動を休止し

た。全体としては指標

の80％を達成したため

Ａ評価とした。

①食育応援団登録数30

団体・個人

②応援団の年間利用50

回以上

食

の

安

全

に

関

す

る

教

育
、

啓

発

を

推

進

し

ま

す

食品の安

全に関す

る知識の

普及に努

めます

Ⅰ－４

（１）
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令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

１９ しずおかカラダにeat75 民間企業や大学等と連携

し、まちぐるみで食を通

じた健康づくりを進める

ため、特に健康に無関心

になりがちな若い世代に

主体的に取り組む食育を

推進していきます。正し

い食生活を知り、将来の

生活習慣病の予防等のた

め、大学生等若い世代に

よる食育ワークショップ

を実施・周知し、市民の

健康意識を高めます。

● ●

●

20

代、

30代

の若

い世

代

健康づくり推

進課

・民間事業者等と連携

した食育教室の開催

・高校生に向けた食育

啓発まんがの作成及び

配布

・健康貯金スタート

ブック周知のためのＱ

Ｒカードの作成･配布

・民間事業者と連携

し、常葉高校で調理実

習を含む食育教室を12

月に実施した。

・高校生に向けた食育

啓発用まんがを10,000

冊作成し、市内高校２

年生、大学生、専門学

校生等へ配布した

・健康貯金スタート

ブック周知のためのQR

カードを10,000枚作成

し、高校、大学、専門

学校等へ配布した

A

・民間事業者等と連携

した食育教室を２回開

催

・高校生に向けた食育

啓発用まんがを10,000

冊作成及び配布

・簡単朝食レシピをま

とめたリーフレットを

10,000枚作成及び配布

令和３年度に作成し

た高校生に向けた食

育啓発用まんがの学

びから、簡単朝食レ

シピの募集を合わせ

て行い、令和４年度

にリーフレットを作

成する予定である。

２０ こども園の巡回、指導 各公立こども園を巡回

し、食育事業、給食室内

の衛生管理、事務などの

支援を行います。 ●

こども園課 120回 181回

・各こども園調理従事

者に対する巡回指導59

回

・こども園・こども園

課栄養士による給食事

務支援122回

A

市政PC入替に伴う給食

管理ソフト移行作業の

ため、令和２年度実績

(166回)より支援の回数

が15回増えた。

対象年代

にその他

（こども

園給食施

設調理従

事者)を追

加

120回

２１ 食の安全教室の開催 市内小学校等において、

食中毒、食品添加物等の

テーマで授業を行いま

す。

●

食品衛生課

環境保健研究

所

申し込みに応じる実施

率90%以上

申し込みに応じる実施

率100%

6回実施

104人参加（市内小学生

等）

A

申し込みに応じる実施

率90%以上

２２ 市内公立小中学校での

「食に関する指導」の

実施

児童生徒に食に関する正

しい知識と望ましい食習

慣が身につくように、公

立小中学校で食に関する

指導を実施します。

●

学校給食課 各学年１回以上 各学年１回以上実施校

93.5%（123校中115

校） A

各学年１回以上

２３ 食の安全に関する講座

の開催

食品表示等、講座を開催

します。

● ● ●

生活安心安全

課

1回実施 11/22に1回開催。

42名（一般市民）の参

加。

コロナ禍と食について

の講座の実施

A

コロナ禍で開催が危ぶ

まれたが、開催日を変

更して実施できた。

１回実施 こ・こ・に講座

「消費の賢者」内

で実施予定

食

の

安

全

に

関

す

る

教

育
、

啓

発

を

推

進

し

ま

す

食品の安

全に関す

る知識の

普及に努

めます

Ⅰ－４

（１）
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資料⑤

令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

２４ 食品添加物や細菌など

の検査に関する市民講

座の開催

小学生等を対象とした食

品添加物についての食の

安全教室及び、大人を対

象とした食中毒について

の市政出前講座等の市民

講座を開催します。
●

環境保健研究

所

・食の安全教室開催依

頼について100％実施。

・市民講座開催依頼に

ついて100％実施し、実

施後アンケートで満足

度80％以上を得る。

・「食の安全教室」開

催依頼について100%実

施した。

（５校、計50名）

・「市政出前講座」開

催依頼について100％実

施した。

（３講座、計29名）

アンケートで「満足し

ている」「ある程度満

足している」で80％以

上を得た。

A

・食の安全教室開催依

頼について100％実

施。

・市民講座開催依頼に

ついて100％実施し、

実施後アンケートで満

足度80％以上を得る。

２５ お茶の美味しい入れ方

教室の開催

小学校における総合学習

の時間を利用し、お茶の

入れ方を学ぶことを通じ

てお茶に対する味覚をは

ぐくみ、お茶を中心とし

た食育を図るとともに、

本市基幹産物であるお茶

の啓蒙・消費促進を図り

ます。

●

農業政策課 希望する全ての市内小

学校で実施

希望があった小学校で

実施

希望があった53校、

130教室にて実施。 A

新型コロナウイルス感

染拡大の影響を受け、

例年と比べ教室希望校

が少なかったものの、

感染予防に配慮した授

業内容で実施した。

希望する全ての市内

小学校で実施

２６ 自然体験活動における

食育活動の推進

南アルプスユネスコエコ

パーク井川自然の家の利

用団体及び主催事業のプ

ログラムの中で「命をい

ただく活動」として、井

川地区で養殖されたアマ

ゴをさばいて、串焼きに

して食べる活動を行って

います。また、主催事業

の中で、椎茸の菌打ち

や、山菜の天ぷらを揚げ

て食べる事業を行ってい

ます。

● ● ● ●

教育総務課 １４回 １３回

①主催事業

８回  230人 市民

②学校

５校  484人 小中学生

Ａ

新型コロナウイルス感

染症拡大に伴い、主催

事業の中止や学校利用

が減少したため

７回

２７ 環境に優しい野外炊飯

活動の推進

南アルプスユネスコエコ

パーク井川自然の家の利

用団体及び主催事業参加

者に、「食材料」「薪」

「水」を大切に使い、野

外炊飯を行うエコクッキ

ングの指導を行っていま

す。

● ● ● ●

教育総務課 １１回 ７回

①主催事業

４回  83人 市民

②学校

３校  115人 小中学生

B

新型コロナウイルス感

染症拡大に伴い、主催

事業の中止や学校利用

が減少したため

６回

２８ 食の安全に関する講座

の開催

各生涯学習施設における

事業として、食の安心・

安全に関する講座を開催

します。

● ● ● ●

生涯学習推進

課

37施設中10施設で開催 37施設中20施設で37講

座を開催。
S

市民のニーズに合わせ

講座数が増加し、指標

を大きく上回る結果と

なった。

37施設中10施設で開催

食

の

安

全

に

関

す

る

教

育
、

啓

発

を

推

進

し

ま

す

食品の安

全に関す

る知識の

普及に努

めます

Ⅰ－４

（１）
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資料⑤

令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

食

の

安

全

に

関

す

る

教

育
、

啓

発

を

推

進

し

ま

す

生産者、

食品事業

者、消費

者等の交

流活動を

推進し、

生産と消

費が身近

で「目に

見える地

産地消」

の推進に

努めます

Ⅰ－４

（２）

２９ 地産地消を学ぶ講座の

開催

各生涯学習施設における

事業として、地元食材の

活用や地域の食文化につ

いて理解を深める講座等

を開催します。

● ● ● ●

生涯学習推進

課

37施設中25施設で開催 37施設中20施設で31講

座を開催

A

37施設中25施設で開催

３０ 「ZRATTO!しずおか」

による情報発信

市民（消費者）の地場産

農産物の利用促進を図る

ため、ホームページ

「ZRATTO！しずおか」

を利用して安心・安全な

地場農産物を購入できる

直売所や観光農園等を紹

介します。

● ● ● ●

農業政策課 52回 72回

A

52回

３１ 農業まつりの開催 農産物の紹介や販売を通

して生産者と消費者の交

流を図るための事業に要

する経費に対し助成を行

います。
● ● ● ●

農業政策課 年１回開催 感染症拡大防止のため

単一会場でのイベント

を中止し、市内各店舗

での分散イベントと

WEBでの販売企画を実

施した。

A

感染症拡大防止のため

単一会場でのイベント

を中止したが、市内各

店舗での分散イベント

とWEBでの販売企画を

実施したため、Ａ評価

とした

継続 年１回開催

３２ しずまえ漁業見学事

業の実施

しらす船びき網漁業見

学、桜えび漁体験学

習、セリの見学、水産

加工工場、マグロ冷凍

倉庫見学の実施や補助

を行います。

● ● ●

水産漁港課 実施無し コロナによる影響で漁

業見学は中止したが、

代替として静岡市

YouTubeにて新たなし

ずまえ動画の公開を

行った。

A

コロナによる影響で漁

業見学は中止したが、

Youtubeにて動画を公

開し、参加予定数を超

える閲覧数となったた

め、A評価とした。

従来どおり

（小学生と

その保護

者）を対象

とするた

め。

漁業見学に関する事

業を実施。

３３ しずまえ新聞の発行 しずまえの漁業や水揚

げされる水産物、しず

まえ豆知識、魚料理の

コツなどを掲載し、市

内小中学校へ配布しま

す。

● ●

水産漁港課 年2回、市内小中学校

の全児童・生徒約5万

人に配布。

6月号、11月号の計2回

配布。

A

年2回、市内小中学

校の全児童・生徒約

5万人に配布。

食

の

安

全

に

関

す

る

教

育
、

啓

発

を

推

進

し

ま

す

生産者、

食品事業

者、消費

者等の交

流活動を

推進し、

生産と消

費が身近

で「目に

見える地

産地消」

の推進に

努めます

Ⅰ－４

（２）
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資料⑤

令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

３４ 学校給食における地

場産物を取り入れた

献立の提供

学校給食における地場

産物の活用推進を図り

ます。

●

学校給食課 月１回以上 全学校給食施設で月１

回以上実施

A

月１回以上

生

産
、

調

理
、

製

造
、

加

工

段

階

に

お

け

る

食

の

安

全

確

保

を

強

化

し

ま

す

環境にや

さしい農

業生産を

推進しま

す

Ⅱ－１

（１）

３５ エコファーマーの推進 環境に配慮した農業生産

方式に取り組む農業者を

認定します。

●

生産

者

農業政策課 118人 113人

A

R4年度中

に根拠法

令が廃止

され、新

法内で位

置づけら

れる予定

のため、

制度が大

幅に変更

される可

能性があ

ります。

113人

３７ 学校給食の食材の安全

確保

安全な学校給食の実施に

資するため、各施設で使

用食材及び調理済み食品

の定期検査を実施しま

す。

●

学校

給食

施設

学校給食課 年１回以上 全学校給食施設で年１

回以上実施

合計266検体 A

年１回以上

３８ 市内で調理、製造、加

工した食品の製造業者

等の監視指導の実施

各食品や施設のリスクを

もとに年度ごとに設定さ

れた監視指導計画に基づ

き、市内で食品を取り

扱っている施設への立ち

入り検査を行います。

●

事業

者

食品衛生課 監視指導計画に対する

実施率９０％以上

監視指導計画に対する

実施率90％以上

1672件
A

監視指導計画に対する

実施率９０％以上

４０ こども園の巡回、指導

（再掲）

各公立こども園を巡回

し、食育事業、給食室内

の衛生管理、事務などの

支援を行います ●

こども園課 120回 181回

A

市政PC入替に伴う給食

管理ソフト移行作業の

ため、令和２年度実績

(166回)より支援の回数

が15回増えた。

対象年代

にその他

（こども

園給食施

設調理従

事者)を追

加

120回

４１ イベント等の情報収集 市内開催の大規模イベン

ト等での飲食店関係出店

情報について、庁内各課

に情報提供を依頼し、出

店に適さない食品が販売

されることを防止しま

す。

●

イベ

ント

主催

者

食品衛生課

保健所清水支

所

庁内各課へイベント情

報の提供を依頼する。

庁内各課へイベント情

報の提供を依頼した。

A

庁内各課へイベント情

報の提供を依頼する。

生

産
、

調

理
、

製

造
、

加

工

段

階

に

お

け

る

食

の

安

全

確

保

を

強

食品の調

理、製

造、加工

段階にお

ける監視

指導を行

います

Ⅱ－１

（２）
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資料⑤

令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

４２ イベント等の指導 市内で行われるイベント

について、開催者に対し

提供食品の事前指導、説

明会、監視指導を必要に

応じて行います。

●

イベ

ント

主催

者

食品衛生課

保健所清水支

所

開催者からの相談に対

する実施率100％

開催者からの相談に対

する実施率100％

計129件（葵、駿河区計

81件、清水区48件）
A

開催者からの相談に対

する実施率100％

生

産
、

調

理
、

製

造
、

加

工

段

階

に

お

け

る

食

の

安

全

確

保

を

強

化

し

ま

す

食品の検

査を行い

ます

Ⅱ－１

（３）

４３ 市内で生産、調理、製

造、加工した食品の収

去検査の実施

各食品のリスクをもとに

年度ごとに設定された計

画にもとづき、市内で生

産、調理、製造、加工し

ている食品を事業者に提

供してもらい、環境保健

研究所に依頼して細菌あ

るいは理化学検査を実施

します。

●

事業

者

食品衛生課

環境保健研究

所

監視指導計画に対する

実施率９０％以上

監視指導計画に対する

実施率９０％以上

324件

A

監視指導計画に対する

実施率９０％以上

４４ こども園給食衛生研

修会の開催

公立こども園の給食業

務担当者を対象に食品

衛生に関する研修を行

います。
●

こども園課 18回 17回

A

対象年代

を未就学

児からそ

の他（こ

ども園給

食施設調

理従事者)

へ訂正

17回

４５ 学校給食衛生研修会の

開催

学校給食における食中毒

の防止、衛生管理の徹

底、調理従事者の衛生意

識向上を目的に、各施設

の衛生責任者を対象とし

た研修会及び給食従事者

を対象とした研修会を開

催します。

●

学校

給食

施設

調理

従事

者

学校給食課 ２回以上 ○学校給食衛生研修

会：全学校給食施設で

実施

○衛生マニュアル検討

班：３回実施

○施設視察研修：４回

実施

A

２回以上

４６ 食品等事業者に対する

衛生講習会への講師派

遣

食品等事業者の希望に応

じて講師を派遣し、食中

毒予防、衛生管理などを

テーマとした講義を行い

ます。

●

事業

者

食品衛生課 申し込みに応じる実施

率９０％以上

申し込みに応じる実施

率９０％以上

12回

442人参加（市内食品関

連事業者）

A

申し込みに応じる実施

率９０％以上

生

産
、

調

理
、

製

造
、

加

工

段

階

に

お

け

る

食

の

安

全

確

保

を

強

化

し

ま

す

食中毒の

未然防止

の周知・

啓発を行

います

Ⅱ－１

（４）

強

化

し

ま

す
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資料⑤

令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

流

通
、

販

売

段

階

に

お

け

る

食

の

安

全

確

保

を

強

化

し

ま

す

食品の流

通、販売

段階にお

ける監視

指導を行

います

Ⅱ－２

（１）

４７ デパート、スーパー

マーケット、流通セン

ター等食品販売施設の

監視指導の実施

監視指導計画にもとづ

き、大型店、スーパー、

流通センターなど食品販

売施設の監視指導を行い

ます。

●

事業

者

食品衛生課 監視指導計画に対する

実施率９０％以上

監視指導計画に対する

実施率90％以上

合計：7853件

A

計上方法変更のため昨

年度との違いが大きく

なっている。

監視指導計画に対する

実施率９０％以上

４８ 輸入食品や広域流通食

品等の収去・買い上げ

検査の実施

主に中央卸売市場におい

て、輸入食品や広域流通

食品を事業者に提供して

もらい、または買い上

げ、細菌あるいは理化学

検査を環境保健研究所に

依頼して実施します。残

留農薬の検査や容器包装

に有害物質が含まれてい

ないかどうかの検査も行

います。

●

事業

者

食品衛生課

環境保健研究

所

監視指導計画に対する

実施率９０％以上

監視指導計画に対する

実施率９０％以上

205件

A

監視指導計画に対する

実施率９０％以上

４９ いわゆる健康食品の買

上げ検査の実施

健康食品を買い上げし、

医薬成分等が含まれてい

ないかの検査を環境保健

研究所に依頼し確認しま

す。

● ●

生活衛生課

環境保健研究

所

10検体 10検体

A

10検体

流

通
、

販

売

段

階

に

お

け

る

食

の

安

全

確

保

を

強

化

し

ま

す

中央卸売

市場にお

ける食品

の安全管

理を進め

ます

Ⅱ－２

（３）

５０ 卸売市場品質管理の高

度化の推進

・品質管理実施状況を確

認します。

・品質管理の高度化を推

進するため必要な施設の

改修を進めます

・品質管理の高度化の推

進に伴う衛生措置に関す

る講習会を実施します。

●市

場内

事業

者

中央卸売市場 品質管理の高度化の推

進のため、市場内への

鳥類の侵入防止措置を

継続的に実施するとと

もに、経営展望の品質

管理の高度化に向けた

戦略を推進する。

市場内への鳥類の侵入

防止措置を継続的に実

施した。（４～12月に

かけて、青果棟及び水

産棟天井ブレース部に

設置してあるワイヤー

の手直し、清掃を実

施。）

A

品質管理の高度化の推

進のため、市場内への

鳥類の侵入防止措置を

継続的に実施するとと

もに、経営展望の品質

管理の高度化に向けた

戦略を推進する。

食

品

関

連

事

業

者

の

自

主

衛

生

管

理

を

進

め

ま

す

食品関連

事業者の

HACCPに

沿った衛

生管理を

進めます

Ⅱ－３

（１）

５１ HACCPについての事業

者からの相談受付と助

言

HACCPに沿った衛生管

理の導入について食品関

連事業者への支援を実施

します。
●

事業

者

食品衛生課 相談に応じる対応１０

０％

100％相談に対応

1265件

A

相談に応じる対応１０

０％

流

通
、

販

売

段

階

に

お

け

る

食

の

安

全

確

保

を

強

化

し

ま

す

食品の検

査を行い

ます

Ⅱ－２

（２）
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資料⑤

令和３年度 令和４年度
未就

学児

小・

中学

学生

（小・中

除く）
成人

その

他
指標 実績 評価

実績及び評価について

のコメント
その他 指標

指標についてのコメ

ント

担当課事業内容
対象年代

No. 事業名

食

品

関

連

事

業

者

の

自

主

衛

生

管

理

を

進

め

ま

す

事業者と

の連携を

通して、

食の安全

確保を進

めます

Ⅱ－3

（２）

５２ 食品衛生協会及び各食

品衛生組合加盟業者と

の連携

食品衛生協会及び各食品

衛生組合加盟事業者と連

携し、自主衛生管理の推

進を行います。

●

食品

衛生

協会

及び

組合

加盟

業者

食品衛生課 協力事業の実施 バザー等を開催する主

催者に食品衛生啓発品

（ハンドソープ）を配

布した。
A

協力事業の実施

調

査

・

検

査

技

術

の

充

実

を

図

り

ま

す

食品の安

全性確保

対策の基

礎となる

調査、検

査技術の

充実を図

Ⅱ－4

（１）

５３ 食品衛生検査施設の業

務管理要領（ＧＬＰ）

に則った検査の実施

規格基準が定められてい

る食品及び添加物等の検

査を実施します。
●

環境保健研究

所

食品収去計画に基づい

た検査の完全実施

・細菌検査

 259検体

・理化学検査

 150検体 A

食品収去計画に基づい

た検査の完全実施

５４ 適切な項目の検討や食

の安全を確認する調査

の実施

適切な項目の検討や食の

安全を確認する調査を実

施します。 ●

環境保健研究

所

・新規品目・更新した機

器における妥当性評価の

実施

・食品等放射性物質につ

いては検査依頼の完全実

施

・妥当性評価

 ２品目完了

・放射性物質

 ９検体
A

・新規品目・更新した機

器における妥当性評価の

実施

５５ 食品衛生監視員の技術

向上

食品衛生に関する研修会

や勉強会へ参加したり、

適時情報収集を行ったり

することで、食品衛生監

視員の技術向上を図りま

す。

●

食品

衛生

監視

員

食品衛生課 ①国、県等で実施され

る講習会に参加する

②公衆衛生研究会で発

表する

①国、県等で実施され

る講習会等に17回参加

②２月の公衆衛生研究

会で１題を誌上発表

「ヨウ素添加塩を使用

した輸入塩蔵わさびに

係る自主回収につい

て」

A

①国、県等で実施され

る講習会に参加する

②公衆衛生研究会で発

表する

５６ 飲食に起因する危害発

生時の、詳細で正確な

データの提供

食中毒調査が発生した際

の保健所からの依頼に基

づく試験検査及び結果を

報告します。

●

環境保健研究

所

食中毒疑い等の検査依頼

について迅速に対応

・微生物

 207検体

・理化学

 1検体

A

食中毒疑い等の検査依頼

について迅速に対応

５７ 食品に関する感染症発

生時の拡大防止

腸管出血性大腸菌および

細菌性赤痢等の発生届出

受理後に患者宅を訪問

し、聞き取り調査を実施

します。

●

患者

保健予防課 事案発生時に速やかに

対応

腸管出血性大腸菌感染

症12件、ノロウイルス

等22件の調査を実施 A

事案発生時に速やかに

対応

５８ 市民からの食品衛生に

関する苦情・相談の対

応

窓口、電話、電子メール

による食品の苦情・相談

について対応します。
● ● ●

食品衛生課

保健所清水支

所

苦情・相談に対応100% 100％苦情・相談に対応

5091件 A

苦情・相談に対応

100%

調

査

・

検

査

技

術

の

充

実

を

図

り

ま

す

食品の安

全性確保

対策の基

礎となる

調査、検

査技術の

充実を図

ります

Ⅱ－4

（１）

危

機

管

理

体

制

を

充

実

さ

せ

ま

す

危機が発

生した場

合の被害

拡大防止

及び再発

防止に努

めます

Ⅱ－５

（１）
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